
令 和 ３ 年 ４ 月 3 0 日  

保護者の皆様                            

練馬区立大泉第二中学校 

校 長   関  基 雄 

 

緊急事態宣言発出下の部活動について 

 

若葉の候、保護者の皆様におかれましてはご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、本校では４月２６日(月)より練馬区教育委員会の方針に基づいて、全ての部活

動を中止しています。ただし、東京都中学校体育連盟及び東京都中学校文化連盟が主催

する大会・コンクール等に係る大会等が宣言期間中に実施される場合は、参加が認めら

れています。今のところ多くの部においては例年行っている連休中の大会を延期し、緊

急事態宣言の解除が予定されている５月１５日から区大会の開催が予定されています。

そのため、校長会での申し合わせで、怪我等の防止のため活動が必要であると校長が判

断する場合、宣言期間中においても校内における活動のみ短時間を前提として、感染予

防対策を十分講じた上で実施することを認めることとなりました。そこで本校において

も大会等の２週間前の部についは、平日は 17時 30分まで、休日は 3時間以内で活動を

実施することといたしました。他校との合同練習・練習試合等は実施しません。1年生

の参加については試合に登録が必要となった生徒のみ参加を認めることとします。なお、

練習及び大会等に参加する際は保護者から同意が得られた上で認めることとしており

ます。活動を行う部活動につきましては本日同意書を配布しておりますので、最初の活

動日に必ず提出いただくようお願いいたします。各部の大会及び練習の日時は別途お知

らせいたします。 

急なご連絡となりましたことをお詫び申し上げるとともに、対応についてのご理解ご

協力を賜りますようお願いいたします。 

 

〔問い合わせ〕     

副校長:髙橋 政人  

電 話 3922-0165  


